

第１号様式

申請書類一覧
下記表について、添付した書類には「〇」、省略した書類には「－」を記入すること。
	１　規則第４条に定める申請書
	確認欄

	 (1)　別記様式第１号（第４条関係）サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書
	必須

	 (2)　別紙　サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地　など
	

	 (3)　別添１及び２　役員名簿
	

	 (4)　別添３　住宅の規模並びに構造及び設備等
	

	 (5)　別添４　状況把握及び生活相談サービスの内容　など
	

	 (6)　別添５　運営方針
	



	２　規則第７条第１項に定める添付書類
	確認欄

	 (1)　縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
	必須

	 (2)　サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
	必須

	 (3)　入居契約に係る約款
	

	 (4)　サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類（委託契約書の写し）
	

	 (5)　法第７条第１項第８号に掲げる基準に適合することを証する書類
	



	３　要綱別表第１に掲げる添付書類
	確認欄

	 (1)　第１号様式　申請書類一覧　［本様式］
	必須

	 (2)　第２号様式　申請書の記載事項等に関する誓約書
	必須

	 (3)　第３号様式　サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準に係るチェックリスト
	

	 (4)　法第17条第１項に基づく登録事項等についての説明書
	

	 (5)　各住戸と共同利用設備の面積が分かる求積図及び求積表
	

	 (6)　建築基準法施行規則に定める床面積求積図
	

	 (7)　検査済証の写し（建築工事が完了している場合）
	

	 (8)　耐震診断書（昭和56年５月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合）
	

	 (9)　入居者向けパンフレット（作成している場合）
	

	 (10) 登録事項、添付書類の記載事項に変更があったことを、入居者に説明した書類
	


※３(10)については、変更届出の場合のみ添付すること

法　：高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）
規則：国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省令・国土交通省令第２号）
要綱：大阪市サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する要綱

第２号様式

　　　                                               　　　年　　月　　日　 　

大阪市長

            　　　　　               　　　  住所又は居所
法人その他の団体にあっては、
事務所又は事業所の所在地

氏名
法人その他の団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名



申請書の記載事項等に関する誓約書


申請書及び添付書類に記載した事項は、事実に相違ありません。万一、事実と異なることが判明した場合は、事前相談の取止め又は登録の取消しをされても異議はありません。


第３号様式

サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準に関するチェックリスト

	チェック内容
	根拠規定
	申請者
ﾁｪｯｸ欄
	大阪市
ﾁｪｯｸ欄

	(1) 書面（その作成に代えて電磁的記録（電子的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。）によるものであること
	法第７条第1項第６号イ
	

	


	(2) 居住の用に供する専用部分が明示されていること
（※単に建物用途全体を示すのではなく、具体の部屋番号が記載されているなど特定されていること）
	法第７条第1項第６号ロ
	
	

	(3) ①敷金、②家賃、③高齢者生活サービスの提供の対価、④家賃等（②及び③）の前払金以外の金銭（権利金等）を受領しないこと
（※①～④が明確に分けられていること）
	法第７条第1項第６号ハ
	
	

	(4) 家賃等の前払金を受領する場合には、その算定の基礎が明示されていること
	法第７条第1項第６号ニ
	
	

	(5) 家賃等の前払金を受領する場合には、家賃等の前払金について事業者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示されていること
	法第７条第1項第６号ニ
	
	

	(6) 入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、家賃等の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日全ての日数を乗じた額を除き、家賃等の前払金を返還すること。
入居者の入居後、３月が経過し、想定居住期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了の日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の額を、家賃等の前払金の額から控除した額を除き、家賃等の前払金を返還すること
	法第７条第1項第６号ホ
規則第12条
	
	

	(7) 入居者の病院への入院又は入居者の心身の状況の変化を理由として、当該理由が生じた後の入居者の合意が無く、一方的に居住部分を変更し、又は契約を解約することができないこと
	法第７条第1項第６号ヘ
規則第13条
	
	

	(8) 住宅の整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないこと
	法第７条第1項第７号
	
	

	(9) 家賃等の前払金について、事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、必要な保全措置が講じられていること
	法第７条第1項第８号
規則第14条
	
	



法　：高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）
規則：国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省令・国土交通省令第２号）


第４号様式
 第　　　　  号
　　    年　　月　　日

                      様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　公印

　　　　　　　　　　　　　　　大阪市長         　　        


サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書


　　年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録の申請については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第１項の規定により登録したので、同条第３項の規定により通知します。


記


１　サービス付き高齢者向け住宅事業の所在地


２　登録年月日


３　登録番号
大阪市長（サ高住　　）第00　　号


第５号様式
 第　　　　  号
　　    年　　月　　日

                      様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　公印

　　　　　　　　　　　　　　　大阪市長         　　        


サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の基準に適合しない旨の通知書


　　年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録の申請については、次の理由によりサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の基準に適合しないため、高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第４項の規定により通知します。


理由


（教示）
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に大阪市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。


第６号様式
 第　　　　  号
　　    年　　月　　日

                      様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　公印

　　　　　　　　　　　　　　　大阪市長         　　        


サービス付き高齢者向け住宅事業登録拒否通知書


　　年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録の申請については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第８条第１項の規定により登録を拒否したので、同条第２項の規定により通知します。


理由


（教示）
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に大阪市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。


第７号様式

　　　                                               　　　年　　月　　日　 　

大阪市長

            　　　　　               　　　  住所又は居所
法人その他の団体にあっては、
事務所又は事業所の所在地

氏名
法人その他の団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名



地位承継届出書


次のサービス付き高齢者向け住宅事業について、登録事業者の地位を承継したので、次のとおり届け出ます。


記


	登録年月日及び登録番号
	　　年　　月　　日　大阪市長（サ高住　）第00　　号

	地位承継した者の住所及び氏名
	

	承継年月日
	　　年　　月　　日

	承継の理由
	

	備　　考
	補助事業、税制優遇措置等の適用の有無等



（別添書類）
・事業承継に係る合意書の写し
・入居者への通知、入居者の同意がわかる書類


第８号様式

　　　                                               　　　年　　月　　日　 　

大阪市長

            　　　　　               　　　  住所又は居所
法人その他の団体にあっては、
事務所又は事業所の所在地

氏名
法人その他の団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名



サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書


次のサービス付き高齢者向け住宅事業について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第12条第１項の規定により届け出ます。


記


	登録住宅の名称等
	

	登録住宅の所在地
	

	登録年月日及び登録番号
	　　年　　月　　日　大阪市長（サ高住　　）第00　　号

	届出事由
	１　登録事業の廃止
２　合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散
３　破産手続開始の決定

	届出事由が生じた年月日
	　　年　　月　　日

	備　　考
	補助事業、税制優遇措置等の適用の有無等



（別添書類）
・従前入居者との契約解除の合意書の写し
・従前入居者の転居先への入居を担保する書類


第９号様式

　　　                                               　　　年　　月　　日　 　

大阪市長

            　　　　　               　　　  住所又は居所
法人その他の団体にあっては、
事務所又は事業所の所在地

氏名
法人その他の団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名



サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書


次のサービス付き高齢者向け住宅事業について、登録の抹消を申請します。


記


	登録住宅の名称等
	

	登録住宅の所在地
	

	登録年月日及び登録番号
	　　年　　月　　日　大阪市長（サ高住　　）第00　　号

	理　　由
	

	備　　考
	補助事業、税制優遇措置等の適用の有無等



（別添書類）
・従前入居者との契約解除の合意書の写し
・従前入居者の転居先への入居を担保する書類


第10号様式
 第　　　　  号
　　    年　　月　　日

                      様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　公印

　　　　　　　　　　　　　　　大阪市長         　　        


登録住宅の目的外使用承認通知書


年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業に係る目的外使用の承認申請については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第19条の２第１項の承認をしたので、大阪市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する要綱第12条第２項の規定により通知します。

記


	登録住宅の名称等
	

	登録住宅の所在地
	

	目的外使用を承認する住戸番号
	大阪市長（サ高住　　）第00　　号

	目的外使用を行う定期建物賃貸借の契約期間
	





第11号様式
 第　　　　  号
　　    年　　月　　日

                      様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　公印

　　　　　　　　　　　　　　　大阪市長         　　        


サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書


次のサービス付き高齢者向け住宅事業について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第26条第３項の規定により通知します。


記


	登録住宅の名称等
	

	登録住宅の所在地
	

	登録年月日及び登録番号
	　　年　　月　　日　大阪市長（サ高住　　）第00　　号

	理　　由
	



（教示）
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に大阪市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。


第12号様式

　　　                                               　　　年　　月　　日　 　

大阪市長

            　　　　　               　　　  住所又は居所
法人その他の団体にあっては、
事務所又は事業所の所在地

氏名
法人その他の団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名



サービス付き高齢者向け住宅事業の整備に関する工事完了報告書


次のサービス付き高齢者向け住宅事業の整備に関する工事が完了したので、大阪市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する要綱第17条の規定により報告します。


記


	登録住宅の名称等
	

	登録住宅の所在地
	

	登録年月日及び登録番号
	　　年　　月　　日　大阪市長（サ高住　　）第00　　号

	工事完了日
	　　年　　月　　日

	事業の開始予定日
	　　年　　月　　日

	備　　考
	



（別添書類）
・検査済証の写し
・耐震診断書（昭和56年５月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合）
・入居者向けパンフレット（作成した場合）


